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■その中で、本委員会では、（２）の「災害復旧費用の相互扶助」の件に関し、ご審議とご報告をさせてい
ただきます。

■運営委員会では、諮問事項として、「（１）組織運営に係る検討」、「（２）災害復旧費用の相互扶
助及び災害時連携計画等、防災に関する事項の検討」、「（３）その他他委員会で取り扱わない事項に
ついての検討」があります。

はじめに
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3１．災害扶助制度に係るこれまでの経緯について

■第11回電力レジリエンスＷＧ（6月16日）にて、災害復旧に係る費用の一部を交付する相互扶助
制度は本機関の業務とすることが整理された。

■それを受け、本機関では「相互扶助制度を運用」していくための、具体的な手順やルールについて検討
を行い、本委員会にて、ご報告させて頂きます。

＜第11回 電力レジリエンスワーキンググループ資料より抜粋）＞



4（参考）相互扶助制度とは

相互扶助制度とは

✓ 2019年9月9日、関東を直撃する台風としては過去最大規模の勢力を有した台風15号の影響をはじ

め、昨今の災害の激甚化を踏まえ、停電復旧に係る応援の規模・期間が大規模・長期化すること
等に伴うコスト増加に対応するため、電力レジリエンスWGにて、事業の公益性及び、対象となる費

用の範囲に鑑み、広域的な送配電設備を維持・運用する事業者を対象に、広域機関を関与させた
上で、災害復旧にかかる費用については、全国大で負担・費用回収する制度（災害復旧費用の相
互扶助制度）を創設することが確認された。

具体的な内容

 被災送配電事業者は一定の基準を満たした災害時において発生した
①他電力等からの応援に係る費用、 ②本復旧と比較して迅速な停電の解消が期待される仮復旧
費用といった、停電からの早期復旧に資する費用が本制度の対象となる。

 資金拠出に当たっては、仕組みとして資金の拠出が過剰とならないよう、被災会社に一定程度の
自己負担（レジＷＧにて対象金額の１割で設定）を求めるとともに、事業者が事前に拠出する額を
算定し、国がその運用状況を確認するなど、制度的に関与を行う仕組みとなっている。

被災送配電事業者応援送配電事業者

経済産業大臣
・

監視等委員会

申請の内容について
基準に適合しているかを確認

関与

資機材・人材等提供

応援関連費用を支払

将来生ずる災害への対応に
備えて事前に資金を拠出

拠出金や交付が
適正であることを確認

交付金交付

交付の申請
早期復旧のため
仮復旧を優先

電力広域機関



5（参考）相互扶助制度の対象となる災害の基準について

＜第11回 電力レジリエンスワーキンググループ資料より抜粋）＞



6（参考）相互扶助の対象となる費用について

＜第11回 電力レジリエンスワーキンググループ資料より抜粋）＞



7（参考）交付金、拠出金、積立基準額について

【交付金】

被災送配電事業者は一定の基準を満たした災害時において発生した➀他電力等からの応援、➁他電力の電源車活用、
③本復旧と比較して迅速な停電の解消が期待される仮復旧作業、にそれぞれ要した費用について申請し、受け取ることが
できる金額。

第28条の40第2項1号の規定に基づく電気工作物の災害その他の事由による被害からの復旧に関する費用の一部に充てる
交付金の交付に充てるため、一般送配電事業者等より拠出される金額。

【拠出金】

国のレジWG及び構築小委にて審議された積立の基準額。数年に一度発生するような大規模災害に対応するための分を
考慮して別途積み立てておくことが必要ではあるが、過度な積立は回避するため、これ以上の積み立ては行わないという基準
として設定された額。

【積立基準額】

＜第7回持続可能な電力システム構築小委員会資料より抜粋）＞ ＜第7回持続可能な電力システム構築小委員会資料より抜粋）＞



8２．相互扶助に関する運営委員会議案・スケジュール

開催
時期

議 題

概 要 審議、報告事項

第１回
委員会

12/10

〇本委員会の設置
〇制度の概要説明
○業務フローのご説明
〇重要項目の審議、報告

【審議事項】
〇業務フローについて
〇業務フローに関する重要項目について

【報告事項】
〇積立基準額及び拠出総額について
〇交付について

第２回
委員会
（仮）

1/中
〇業務フローに関する詳細項目の
ご説明

【審議事項】
〇事業者が申請する際における具体的なルール
・運用要領
・交付申請の対象費用項目
・その他

第3回以降の
委員会

実務を踏まえ適宜開催

 第１回目では、業務フローをご説明し、本機関の規程類作成に関わる重要項目のご審議とご報告を
させて頂く

 第２回目では、業務フローのより具体的な詳細項目につき、ご審議とご報告をさせて頂く



9２．本日のご審議、ご報告内容

内容（１）ご審議頂きたい事項

 本日の委員会では、電力レジリエンスWGで提示されている基本的な考え方のもと、相互扶助
制度が「透明かつ公正に」運用されることを目指し、下記内容について整理したことから、ご審議
いただくとともに、国からの指示により運用する部分については、ご報告とさせていただく。

（１）ご審議頂きたい事項 （２）ご報告事項

内容（２）ご報告事項

１．業務フローについて
２．業務フローに関する重要項目について

３．積立基準額及び拠出総額について
４．交付について


